
 

 

令和 5年 2月 16日（木） 

 

杉戸町建設工事競争入札参加資格者格付要領の制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．格付業種及び基準 

・ 資格審査数値は、経営事項審査総合評定値通知書による総合評定値(申請時)とする。 

・ 土木工事業、建築工事業以外の業種は、格付を行わないものとする。 

（１
）土
木
工
事
業 

格付 資格審査数値範囲  

（２
）建
築
工
事
業 

格付 資格審査数値範囲 

Ⓐ １，０００点以上  Ⓐ １，１５０点以上 

Ａ ８００点以上１，０００点未満  Ａ ９００点以上１，１５０点未満 

Ｂ ７００点以上８００点未満  Ｂ ７００点以上９００点未満 

Ｃ ６００点以上７００点未満  Ｃ ７００点未満 

Ｄ ６００点未満  - - 

 

 

２．町内業者の特例 

町内に本店を有する事業者については、格付を行う業種においてそれぞれ加点する。 

項目 点数 

ＩＳＯ９００１認証取得点 １０点 

最大 

４０点 

ＩＳＯ１４００１認証取得点 １０点 

建設業労働災害防止協会加入点 １０点 

障害者雇用点 １０点 

 

建設工事等競争入札参加資格審査（埼玉県で共同受付を実施）については、２年ごとの名簿更

新時に新規・更新受付の資格審査を実施しており、その際、当町では土木工事業及び建築工事業

の格付けを行っている。 

格付けについては、建設工事の入札における業者指名等に直接影響があり、その方法等につ

いて登録事業者等に広く周知する必要があることから、別紙の通り「杉戸町建設工事競争入札参

加資格者格付要領」を令和５年３月１日付で施行する。 

 


